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議案第101号 

 

   幕別町立義務教育学校の設置に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（幕別町公の施設の使用料等に関する条例の一部改正） 

第１条 幕別町公の施設の使用料等に関する条例（令和４年条例第10号）の一部を

次のように改正する。 

第10条第１項第２号及び第３号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加え

る。 

（幕別町立学校あり方検討会条例の一部改正） 

第２条 幕別町立学校あり方検討会条例（平成18年条例第28号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に、「小中学校」を「小

中学校等」に改める。 

  第２条第１号から第３号までの規定並びに第３条第２項第２号及び第３号中

「小中学校」を「小中学校等」に改める。 

（幕別町学校給食センター条例の一部改正） 

第３条 幕別町学校給食センター条例（平成９年条例第32号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

（幕別町いじめ防止対策推進委員会条例の一部改正） 

第４条 幕別町いじめ防止対策推進委員会条例（平成26年条例第23号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

（幕別町保育料条例の一部改正） 

第５条 幕別町保育料条例（平成27年条例第11号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第３項第２号中「小学校」の次に「又は義務教育学校の」を加える。 

（幕別町立学童保育所条例の一部改正） 

第６条 幕別町立学童保育所条例（平成27年条例第15号）の一部を次のように改正

する。 
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  第５条中「小学校」の次に「又は義務教育学校の第１学年から第６学年まで」

を加える。 

（幕別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第７条 幕別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成26年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項中「小学校」の次に「、義務教育学校（第１学年から第６学年ま

での課程に限る。以下同じ。）」を加える。 

  第11条中「について、小学校」の次に「若しくは義務教育学校」を、「その他小

学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

  第27条第３項中「小学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

（幕別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第８条 幕別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成26年条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「小学校」の次に「又は義務教育学校の第１学年から第６学年

まで（以下「小学校等」という。）」を加える。 

  第18条中「小学校」を「小学校等」に改める。 

（幕別町暴力団排除条例の一部改正） 

第９条 幕別町暴力団排除条例（平成25年条例第18号）の一部を次のように改正す

る。 

  第９条第１項中「中学校」の次に「及び義務教育学校の第７学年から第９学年

まで」を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  


